
友だちと仲よくするにはどうしたらよいかを一緒に考えました

　続いて、ふれあいの時間には大きなバルン人形「人KENまもるくん」と「人KENあゆみちゃん」

が登場し、子どもたちと一緒にピアノにあわせ歌ったり、バルン人形に触れたり、記念撮影を行

い、楽しい時間を過ごしました

グッズと人権の花の配布を実施しました

　活動を前に綾川町本所で前田町長を表敬訪問し、「人権週間」の活動や１年間の活動について

報告するとともに変わらぬ支援をお願いし、啓発グッズと人権の花を贈呈しました

　紙芝居「ケンカのあとのごめんなさい」とエプロンシアター「さんびきの子ブタ」を上演し、

友だちと仲よくするにはどうしたらよいかを一緒に考えました

　令和７年度綾川町ふれあい教室を１月２６日に滝宮こども園、１月２８日に昭和こども園にて

開催しました

綾川町人権擁護委員

　讃さん広場前の啓発活動終了後、綾川町広報車で町内を巡回して「人権週間」の周知と理解を

もとめる活動を行いました

　令和７年度、綾川町人権週間啓発活動として１２月４日に道の駅滝宮の讃さん広場前にて啓発

綾川町立滝宮こども園 綾川町立昭和こども園


